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福島県有料老人ホーム設置運営指導要綱 
 
 第１章 総則 
 
 （目的）   
第１条 この要綱は、福島県有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「県指針」とい

う。）に基づき、有料老人ホームの設置手続等について定めることを目的とする。  
 
 （適用する地域） 
第１条の２ この要綱を適用する地域は、次のとおりとする。  
 一 有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年

法律第 26 号。以下「高齢者住まい法」という。）第５条第１項の登録を受ける予

定又は現に登録を受けているサービス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」とい

う。）については、福島市、郡山市、いわき市及び白河市を除く地域。 
 二 有料老人ホームであって、サ高住の登録を受ける予定のないもの又は現に登録

されていないものについては、福島市、郡山市、いわき市及び白河市を除く地域。  
 
 （定義）     
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
 一 有料老人ホーム 
   老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号。以下「法」という。）第２９条第１項に

規定する事業（二のとおり）を行う施設又は住宅  
  二 有料老人ホーム事業  
   老人を入居させ、次のアからエまでのいずれかを行う事業 
   ア  入浴、排せつ又は食事の介護（身体介護） 
   イ 食事の提供 
   ウ 洗濯、掃除等の家事の供与（家事援助） 
   エ 健康管理の供与  
  三 設置者 
   有料老人ホームの設置者であって、法第２９条第１項に基づく届出（有料老人

ホーム設置の届出）をした者をいう。 
 四 設置希望者 
   有料老人ホームを設置しようとする者をいう。ただし、サ高住を除く。  
 
 
 第２章  事前協議  
 
 （事前協議の時期等） 
第３条  県指針第３章第６項の規定により、設置希望者は、都市計画法（昭和 43 年
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法律第 100 号）に基づく開発許可又は建築許可申請が必要な場合にあっては当該申

請を行う前（開発許可対象外の場合にあっては建築基準法（昭和 25 年法律第 201
号）に基づく建築確認の申請を行う前）に、有料老人ホームの設置計画について、

知事に事前協議を行わなければならない。 ただし、開発許可又は建築許可を受け

たものを有料老人ホームに転用する場合はその変更許可の申請前、既設建物を有料

老人ホームに転用する場合はその用途変更の申請前に、事前協議を行わなければな

らない。 
 
２ 事前協議は、原則として設置希望者が行うものとし、設計事務所、コンサルティン

グ会社等の設置者でない者のみとの協議は行わない。  
 
  （事前協議） 
第４条  設置希望者は、有料老人ホーム設置計画事前協議書（様式第 1 号。以下「事

前協議書」という。）により、設置設計の詳細等について知事に協議しなければな

らない。この場合において、事前協議書には、設置予定地の市町村長の有料老人ホ

ーム設置同意書（様式第 2 号）を添付するものとし、その提出部数は正副２通とす

る。 
 
２  知事は、事前協議書の内容を審査した結果、当該協議に係る施設の設置計画が県

指針及びこの要綱の規定に適合していると認められたときは、設置希望者に対して

有料老人ホーム設置計画事前協議済書（様式第 3 号。以下「事前協議済書」という。）

を交付するものとする。 
 
３  設置希望者は、事前協議済書を受領した後に開発許可、建築許可又は建築確認等

の申請を行うものとする。  
 
 （事前協議内容の変更）  
第５条 設置希望者は、事前協議済書を受領してから第６条の規定による設置届出ま

での間に、法第２９条第１項各号に掲げる事項（第 12 条のとおり）を変更する必

要が生じた場合には、速やかに有料老人ホーム設置計画変更協議書（第 4 号様式）

を知事に提出するものとする。  
 
２ 知事は、変更協議書の内容を審査した結果、当該変更協議に係る施設の設置計画

が県指針及びこの要綱の規定に適合していると認められたときは、有料老人ホーム

設置計画変更協議済書（様式第 5 号）を交付するものとする。  
 
 
 第３章 届出等 
 
  （届出等） 
第６条  設置希望者は、建築確認後速やかに有料老人ホーム設置届（福島県老人福祉
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法施行細則（平成 5 年福島県規則第 28 号。以下「県規則」という。）（様式第 22 号）

により法第２９条第１項の規定による届出を行うものとする。  
 
２  知事は、第１項の届出を受理したときは、有料老人ホーム設置届受理書（様式第

6 号）を交付するものとする。  
 
３  設置希望者は、前項の有料老人ホーム設置届受理書の交付を受ける前には、入居

者の募集を行ってはならない。  
 
  （工事の着工届） 
第７条  工事の着工は、入居定員の相当数の入居見込者が確保されない場合において

は、前払金の返還債務について銀行保証等が付された後に行わなければならない。

ただし、前払金を徴さない場合はこの限りでない。  
 
２  設置希望者は、工事に着工しようとするときは、あらかじめ、建設工事工程表及

び前項の保証等契約書の写しを添付した建設工事着工届（様式第 7 号）を知事に提

出しなければならない。 
 
  （事業開始届） 
第８条  設置希望者は、有料老人ホームの運営を開始したときは、有料老人ホーム事

業開始届（様式第 8 号）を知事に提出しなければならない。  
 
２  前項の有料老人ホ－ム事業開始届には、重要事項説明書（様式第 9 号）及び有料

老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表（様式第 10
号）並びに建物引渡し関係書類の写しを添付するものとする。  

 
  （事業変更届） 
第９条 設置者は、第６条第１項の届出の内容のうち、第１２条第 1 項各号に掲げる

事項に変更が生じたときは、法第２９条第２項及び同法施行規則第２０条の５の規

定により、当該変更前後の内容が確認できる書類を添えて、変更の日から一ヶ月以

内に有料老人ホーム事業変更届（県規則様式第 23 号）を知事に提出するものとす

る。 
 
 （事業廃止（休止）届）  
第１０条 設置者は、第６条第１項の届出の事業を廃止又は休止したときは、法第２

９条第３項の規定により速やかに有料老人ホーム廃止（休止）届（県規則様式第 24
号）を知事に提出するものとする。  

 
 
  第４章  設置後の報告等  
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  （定期報告） 
第１１条  設置者及び有料老人ホーム事業を行うサ高住を運営する者は、毎年７月１

日現在の重要事項説明書（様式第 9 号）及び有料老人ホーム・サービス付き高齢者

向け住宅が提供するサービスの一覧表（様式第 10 号）を作成し、同月末日までに

知事に報告するものとする。  
 
２  前項に規定する報告には、次の書類を添付するものとする。  
 一 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表  
  二 他業を営んでいる場合は、他業に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算

書等の財務諸表 
 三 親会社がある場合には、親会社の業務に係る直近の事業年度の貸借対照表、損

益計算書等の財務諸表  
 四 運営懇談会開催状況報告書（様式第 11 号） 
 五 その他知事が指定する書類  
 
  （随時報告） 
第１２条  第９条に規定する変更は以下の各号のとおりとする。  
 一 施設の名称及び設置予定地  
 二 設置運営する者の氏名及び住所又は名称及び所在地  
 三 登記事項証明書又は条例等  
 四 事業開始の予定年月日 （事業開始届の提出前の者に限る）  
 五 施設の管理者の氏名及び住所  
 六 施設において供与される介護等の内容  
 七 建物の規模及び構造並びに設備の概要  
 八 建築基準法第６条第１項の確認の内容  
 九 直近の事業年度の決算（第８条に規定する有料老人ホーム事業開始届（以下「事

業開始届」という。）の提出前の者に限る）  
 十 施設の運営の方針 
 十一 入居定員及び居室数  
 十二 職員の配置の計画（事業開始届の提出前の者に限る）  
 十三 法第２９条第９項に規定する前払金（以下「前払金」という。）、利用料その

他の入居者の費用負担の額  
 十四 法第２９条第９項に規定する保全措置 
 十五 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定

めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容  
 十六 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法（事業開始届の提出前の者に限

る）嚥 
 十七 長期の収支計画 
 十八 入居契約書及び重要事項説明書  
 
２  設置者及び有料老人ホーム事業を行うサ高住を運営する者は、有料老人ホームに
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おいて以下の各号に掲げる事故等が発生した場合には、福島県保健福祉部長通知

「高齢者保健福祉施設における感染症等発生時等の報告について」により、当該事

故等の内容を福島県保健福祉部長に報告するものとする。  
 一 火災の発生 
 二 地震、津波、台風等の天災による被害  
  三 入所者の長時間の所在不明（概ね二十四時間経過しても発見できない場合等）  
  四 入所者の事故若しくは誤嚥又はその他の理由よる死亡 
 五 入所者間又は職員の暴行等による入所者の死傷及び死傷に至らない虐待  
 六 入所者の誤嚥若しくは骨折又はその他の理由による負傷  
 七 入所者の誤薬（医師の処方どおりでない薬の服用・投与が行われた場合）  
 八 入居者の財産侵害、職員の法令違反・不祥事等  

九 感染症又は食中毒（平成 17 年 2 月 22 日付け厚生労働省健康局長等通知に基づ

き報告が必要な場合）、またその可能性が疑われ、施設長等が報告を必要と認め

た場合 
 十 その他第一号から前号までに準ずる重要な事項（判断に迷う場合は所管の保健

福祉事務所又は高齢福祉課に相談すること）  
 
  （定期立入調査） 
第１３条  設置者及び有料老人ホーム事業を行うサ高住を運営する者は、別途通知す

る定期立入調査資料等を知事に提出するものとする。  
 
 （事業収支計画の見直し）  
第１４条  設置者は、少なくとも３年ごとに有料老人ホームに係る事業収支計画の見

直しを行うものとする。 
 
 
  第５章 雑則 
 
  （増改築の取扱い） 
第１５条  この要綱の規定は、設置者が入居定員の増加を伴い有料老人ホームを増改

築しようとする場合に準用する。この場合、「設置希望者」を「設置者」と読み替

えるものとする。 
 
  （改善命令） 
第１６条  知事は、県指針及び指導要綱に定める規定に反して設置運営されている有

料老人ホームについて、当該有料老人ホームを設置運営する者に対し、改善のため

必要な指導を行うものとする。  
 
 （業務停止命令） 
第１７条  知事は、前条に規定する改善命令に違反した場合であって、入居者の保護

のために特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホーム設置運営する者に対
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し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。  
 
 （勧告等） 
第１８条  知事は、前条の指導に従わない有料老人ホームについて、当該有料老人ホ

ームの入居者の保護に十分配慮しつつ、県指針等に反する事実を公表することがで

きるものとする。  
 
  （適用前施設の取扱い）  
第１９条  この要綱の適用前に設置された有料老人ホーム及び事前協議書が受理され

た有料老人ホームを設置運営する者に対しては、可能な範囲において、速やかにこ

の要綱に適合するよう指導するものとする。  
 
  （事前指導） 
第２０条  市町村長は、設置希望者から事前に整備計画の相談を受け、必要に応じ指

導を行うものとする。  
 
 （書類の提出） 
第２１条 設置希望者、設置者及び有料老人ホーム事業を行うサ高住を運営する者が

県に書類を提出する際には、当該施設の設置を予定する又は設置した市町村を所管

する県保健福祉事務所に提出するものとする。  
 
  （その他）  
第２２条  この要綱に定めるもののほか、有料老人ホームの設置及び運営の指導に関

して必要な事項は別に定める。   
 
 
     附  則                            
 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  
 
    附  則 
 この要綱は、平成１２年８月２１日から施行する。  
 
    附  則 
 この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。  
 
   附 則 
 １ この要綱は、平成１８年５月２９日から施行する。  
 ２ 類型及び重要事項説明書に係る規定については、平成１８年９月３０日までの

間については、なお従前の例によることができるものとする。  
 
   附 則 
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 この要綱は、平成２４年１２月２６日から施行する。  
 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。  
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  
 

附 則 
 この要綱は、令和元年５月７日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
 
   附 則 
 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。  
 
   附 則 
 この要綱は、令和７年３月７日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

     第       号 

     年  月  日 

 

福 島 県 知 事 

 

                申 出 者 

                                    所在地（住所） 

名 称 

                                    代表者（氏名）               

 

有 料 老 人 ホ ー ム 設 置 事 前 協 議 書 

 

 次のとおり有料老人ホームの設置を計画したので、福島県有料老人ホーム設置運営指導

要綱第４条の規定により、関係書類を添えて協議します。 

 

記 

 

１ 設置予定有料老人ホームの名称（注：既存施設と同一敷地内で増床する場合は、原則

として既存施設名を記載し「（増床）」と付記すること） 

 
２ 設置予定有料老人ホームの類型 

 

３ 有料老人ホームの設置予定場所 

 

４ 設置主体及び経営主体 

 

５ 入居定員       名 

（内訳） 一般居室     室     名 

     介護居室     室     名 

（一時介護室     室     名） 

 

６ 施設の規模及び構造 

 （１）敷地面積及び地目         ㎡（           ） 

 （２）建設面積                          ㎡ 

 （３）延床面積              ㎡ 

 （４）敷地の所有者名 

・買収の場合   時期  平成  年  月  日 

買収（予定）価格     千円 

        ・借地の場合   年間借地料        千円 
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 （５）建物の構造      造   階建て、耐火（準）建築物 該当・非該当 

 （６）施設設備の概要 

 （７）工事種別    （新築・増築・改築） 

 

７ 施工計画 

 （１）着工予定年月日          年  月  日 

 （２）竣工予定年月日        年  月  日 

 （３）事業開始予定年月日      年  月  日 

 

８ 市街化区域・市街化調整区域（農業振興地域・農業振興地域外）の区分 

 

９ 初期投資見込金額 

 

10 資金調達方法（主要取引銀行等） 

 

11 職員の配置（職種別人員等） 

 

12 施設の管理（管理規程、夜勤体制、嘱託医、協力（提携）病院、防災計画、研修計画

等） 

 

13 入居者に対するサービスの内容 

 

14 利用料及び前払金（額及びその算定方法、前払金返還の内容及びその方法等） 

 

15 入居対象者及び入居者募集方法 

 

16 その他、県の必要とする事項 

 

17 本件責任者及び担当者 
（１） 責任者氏名 
（２） 担当者氏名 
（３） 連絡先 

 

 （添付書類） 

１ 設立趣意書 

２ 法人の定款、登記事項証明書、役員名簿、役員履歴書、直近３年間の決算書（他事を 

営んでいる場合又は親会社がある場合については、それらに関する同様の決算書） 

３ 市場調査結果 

４ 資金計画書（敷地購入資金計画、建物資金計画、資金調達計画、返済計画、入居率の 

設定、資金収支計画、損益収支計画等） 



要綱－10 
 

５ 医療機関との提携協力を表す証 

６ 職員配置計画（職種別） 

７ 入居者契約書、有料老人ホームの概要、重要事項説明書、有料老人ホーム・サービス

付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表、管理規程等 
８ 前払金、介護費用及び利用料の算定基礎 

９ 図面（案内図、配置図、平面図、立面図、各室面積表） 

10 土地の登記事項証明書 

11 設置予定市町村長の設置同意書（様式第２号） 

12 その他、県から求められた書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要綱－11 
 

様式第２号（第４条関係） 

 第  号 

                                                            年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

                         市町村長                    

 

有 料 老 人 ホ ー ム 設 置 同 意 書 

 

 当市（町・村）における有料老人ホーム設置計画についての意見は、下記のとおり同意

します。 

 

記 

 

１ 有料老人ホームの名称 

 

２ 有料老人ホームの設置場所 

 

３ 設置に同意する条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （事務担当                  ） 



要綱－12 
 

様式第３号（第４条関係） 

  生福第    号 

                                                            年  月  日 

 

 （設 置 希 望 者）  様 

 

                       福 島 県 知 事 

 

有料老人ホーム設置計画事前協議済書 

 

 下記の有料老人ホーム設置計画については、福島県有料老人ホーム設置運営指導要綱第

４条の規定に基づく事前協議済みであることを認めます。 

 なお、建築確認後速やかに、老人福祉法第２９条第１項の規定に基づく届出をしてくだ

さい。 
 おって、同届出までの間に、同条第１項各号（福島県有料老人ホーム設置運営指導要綱

第 12 条第 1 項）に掲げる事項を変更する必要が生じた場合には、変更協議書を提出してく

ださい。 
 

記 

 

１ 設置予定有料老人ホームの名称 

 

２ 有料老人ホームの設置予定地 

 

３ 設置・運営主体の名称 

 

４ 代表者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                （事務担当                  ） 



要綱－13 
 

様式第４号（第５条関係） 

第   号 

                                                             年  月  日 

 

  福 島 県 知 事 

 

                申 出 者 

                  所在地（住所） 

                  名 称 

                                    代表者（氏名）              

 

有料老人ホーム設置計画変更協議書 

 

   年  月  日付けで有料老人ホーム設置計画事前協議済書の交付を受けた次の有

料老人ホームについて、設置計画の一部を変更する必要が生じましたので、福島県有料老

人ホーム設置運営指導要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添えて協議します。 

 

記 

 

１ 設置予定有料老人ホームの名称 

 

２ 有料老人ホームの設置予定地 

 

３ 変更の内容 

 

    変更前 

 

    変更後 

 

４ 本件責任者及び担当者 
（１） 責任者氏名 
（２） 担当者氏名 
（３） 連絡先 

 

 

 

 

 （添付書類） 

 有料老人ホーム設置事前協議書（様式第１号）の添付書類に準じ、変更前後の内容が分

かる書類を添付すること。 



要綱－14 
 

様式第５号（第５条関係） 

   生福第    号 

                                                            年  月  日 

 

 （設 置 希 望 者） 様 

 

                       福 島 県 知 事 

 

有料老人ホーム設置計画変更協議済書 

 

 下記の有料老人ホーム設置計画の変更については、福島県有料老人ホーム設置運営指導

要綱第５条の規定に基づく変更協議済みであることを認めます。 

 なお、建築確認後は速やかに、老人福祉法第２９条第１項に基づく届出を提出してくだ

さい。 

 

記 

 

１ 設置予定有料老人ホームの名称 

 

２ 有料老人ホームの設置予定地 

 

３ 変更の内容 

 

    変更前 

 

    変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （事務担当                  ） 



要綱－15 
 

様式第６号（第６条関係） 

生福第   号 

    年  月  日 

 （設 置 希 望 者）   様 

 

                                           福 島 県 知 事 

 

有 料 老 人 ホ ー ム 設 置 届 受 理 書 

 

     年  月  日付け   第   号で提出された標記届出については、下記

のとおり受理したので通知します。 

 

記 

 

１ 設置有料老人ホームの名称 

 

２ 有料老人ホームの設置予定地 

 

３ 設置者の名称及び住所 

 

４ 入居定員及び居室数 

 

５ 事業開始予定年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （事務担当                      ） 



要綱－16 
 

様式第７号（第７条関係） 

                                    第  号 

                                                  年  月   日 

 

 福 島 県 知 事 

 

 申 出 者 

                                  所在地（住所） 

                                  名 称 

                 代表者職氏名                

 

建 設 工 事 着 工 届 

 

 次のとおり有料老人ホームの建設工事を着工するので、福島県有料老人ホーム設置運営

指導要綱第７条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 設置有料老人ホームの名称 

 

２ 設置地 

 

３ 着工年月日 

 

４ 竣工予定年月日 

 

５ 事業開始予定年月日 

 

６ 本件責任者及び担当者 
（１） 責任者氏名 
（２） 担当者氏名 
（３） 連絡先 
 

 （添付書類） 

１ 入居見込者名簿 
２ 建設工事工程表 
３ 以下のいずれか書類の写し（前払金を受領する場合に限る） 
  銀行、保険会社、信託銀行、(社)全国有料老人ホーム協会による連帯保証等契約書 
 
                                         



要綱－17 
 

様式第８号（第８条関係） 

第  号 

                                                             年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

               申 出 者 

                                 所在地（住所） 

                                 名 称 

                                 代表者職氏名                

 

有 料 老 人 ホ ー ム 事 業 開 始 届 

 

 次のとおり有料老人ホーム事業を開始しましたので、福島県有料老人ホーム設置運営指

導要綱第８条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 設置有料老人ホームの名称 

 

２ 施設竣工年月日 

 

３ 事業開始年月日 

 

４ 事業開始入居者数 

 

５ 本件責任者及び担当者 
（１） 責任者氏名 
（２） 担当者氏名 
（３） 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



要綱－18 
 

様式第１１号（第１１条関係） 

 第   号 

                                                             年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

申 出 者 

                                     所在地（住所） 

                                     名 称 

                                     代表者職氏名               

 

運 営 懇 談 会 開 催 状 況 報 告 書 

 

 このことについて、下記のとおり実施したので報告します。 

 

記 

 

１ 開催年月日（    年７月１日～    年６月３０日） 

 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日   （計    回） 

 

２ 運営懇談会の内容 

 

   別紙のとおり 

 

３ 本件責任者及び担当者 
（１） 責任者氏名 
（２） 担当者氏名 
（３） 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 



要綱－19 
 

別紙 

 

運 営 懇 談 会 の 内 容 

 

 

  開 催 日 

 

 

             年     月     日 

 

 

 

  施 設 側 

  出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  入 居 者 

 出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  議  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  対応その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 開催日ごとに別葉とすること。 



要綱－20 
 

様式第１２号（第１２条第２項関係） 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



要綱－21 
 

様式第１３号（第１２条第２項関係） 削除 



要綱－22 
 

  

（参考：福島県老人福祉法施行細則様式） 

様式第22号(第17条関係) 

年  月  日   

  福島県知事 

設置者 住所              

氏名          印   

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者氏名 

 

有料老人ホーム設置届 

 

有料老人ホームを設置したいので、老人福祉法第29条第1項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

記 

１ 施設の名称及び設置予定地 
２ 設置しようとする者の氏名及び住所または名称及び所在地 
３ 事業開始の予定年月日 
４ 施設の管理者の氏名及び住所 
５ 施設において供与される介護等の内容 
６ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 
７ 施設の運営の方針 
８ 入居定員及び居室数 
９ 職員の配置の計画 
10 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額 

11 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 

12 長期の収支計画 

 

備考 次に掲げる書類を添付すること。 

(1) 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等 

(2) 建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類 

(3) 土地及び建物の権利関係を明らかにすることができる書類(登記事項証明書等) 

(4) 施設の位置図、配置図、平面図及び立面図 

(5) 設置予定者の直近の事業年度の決算書 

(6) 老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類  

(7) 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与さ 

れる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明するこ 

とを目的として作成した文書 

(8) 施設建設に係る見積額が確認できる書類 

(9) 事業に係る資金の調達方法が確認できる書類 



要綱－23 
 

（参考：福島県老人福祉法施行細則様式） 

様式第２３号 

 

年  月  日 

 

  福島県知事 

 

                    設置者 住所  

氏名           印 

                                           法人にあっては、主たる事務所の 

                       所在地、名称及び代表者氏名  

 

有料老人ホーム事業変更届 

 

 有料老人ホームについて届け出た事項を変更したので、老人福祉法第２９条第２項の規

定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

２ 施設の所在地 

 

３ 変更した事項 

 ア 変更前 

 イ 変更後 

 

４ 変更の理由 

 

５ 変更年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要綱－24 
 

（参考：福島県老人福祉法施行細則様式） 

様式第２４号 

 

  年  月  日 

 

  福島県知事 

 

                   設置者 住所 

氏名            印 

                                              法人にあっては、主たる事務所の 

                                              所在地、名称及び代表者氏名 

 

有料老人ホーム廃止（休止）届 

 

 有料老人ホームを廃止したい（休止したい）ので、老人福祉法第２９条第３項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

２ 施設の所在地 

 

３ 廃止（休止）の理由 

 

４ 現に入居している者に対する措置 

 

５ 廃止しよう（休止しよう）とする年月日（休止の場合は、休止の期間も記載すること。） 



要綱－25 
 

様式第９号 

 
 



要綱－26 
 

 
 

 



要綱－27 
 

 
 

 



要綱－28 
 

 
 

 



要綱－29 
 

 
 
 



要綱－30 
 

 
 
 



要綱－31 
 

 
 
 



要綱－32 
 

 
 
 



要綱－33 
 

 

 
 



要綱－34 
 

 
 
 



要綱－35 
 

 
 
 



要綱－36 
 

 
 
 



要綱－37 
 

 
 
 



要綱－38 
 

 
 
 



要綱－39 
 

 
 
 



要綱－40 
 

 

 
 



要綱－41 
 

 
 
 



要綱－42 
 

 
 
 



要綱－43 
 

 

 
 



要綱－44 
 

 
 
 



要綱－45 
 

 
 
 



要綱－46 
 

 
 
 



要綱－47 
 

 
 
 



要綱－48 
 

 
 
 



要綱－49 
 

 
 
 



要綱－50 
 

 

 
 



要綱－51 
 

 
 
 



要綱－52 
 

 
 
 



要綱－53 
 

 
 
 



要綱－54 
 

 
 
 



要綱－55 
 

 

 
 



要綱－56 
 

 
 
 
 

 



要綱－57 
 

 
 

 

 
 



要綱－58 
 

 
 
 



要綱－59 
 

様式第１０号  

 



 

要綱－60 
 

【参考】重要事項説明書作成に当たっての留意点 
 
 
１ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームにつ

いては、「「登録申請書の添付書類等の参考とする様式について」の一部改

正について（令和４年８月１８日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・

国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡）」の別紙３の記載内容を合

わせて記載して差し支えありません。その場合、１から３まで及び６の内

容については、別紙３の記載内容で説明されているものとみなし、記載を

省略して差し支えありません。 
 
 
２ 施設内のＴＶに係るＮＨＫ受信料を利用料金の一部として入居者から

徴し、一括で施設が支払う場合は、「６利用料金（利用料金の算定根拠）」

の「管理費」の欄にその旨を記入してください（受信料割引あり）。 
  また、各居室のＴＶに係るＮＨＫ受信料を入居者が個別に支払う場合は、

「６利用料金（利用料金の算定根拠）」の「管理費」の欄に「ＮＨＫ受信

料は入居者各位とＮＨＫ間の個別契約になります。この場合、受信料はホ

ームの利用料には含まれません。」と記載してください。 



【参考】 有料老人ホーム設置届出等に係る事務手続きの流れ
（老人福祉法及び福島県有料老人ホーム設置運営指導指針・要綱に基づくもの）

・

・

・

変更届・事故報告が必要な場合

（事故報告はサ高住も該当）

（要綱第１２条を参照）

（サ高住も該当）

7月1日現在の重要事項説明
書、介護サービス等の一覧表
を添付

直近の事業年度の財務諸表
を添付(他業分、親会社分含
む）

運営懇談会開催状況報告書
作成

【毎年７月３１日までに報告】
　（サ高住も該当）

受理

入居募集開始

随時報告

定期報告

事業開始届

建設工事着工届

立入検査の実施 立入検査の受検

受理

受理

受理

同意書作成

事前協議書の作成

事前協議書の提出

内容審査

（保健福祉事務所経由）

（保健福祉事務所経由）
内容審査

協議・指導

協議・指導

変更協議済書

受理（受理書）

建築確認等

設置届出書の提出

到着

（必要に応じ）
変更協議書の提出

到着

事前協議済書

（保健福祉事務所経由）

内容審査

到着

（設置計画案）

（事前相談・指導）

知　　　事
市町村長（高齢福祉課長）

（各保健福祉事務所長）

設　　置　　主　　体

（事前相談・指導）

要綱-61


